
 

質 疑 応 答 書 

 

 

                              令和８年１月２９日 

 

 

 

                           旭川市長 今津 寛介 

 

 

 次の案件に係る仕様書等についての質問に回答する。 

件名   旭川市近文清掃工場の発電余剰電力売却 

質  疑  事  項（要旨） 回  答  事  項 

 
１ １年間の30分ごとの売電電力実績データをＥｘ

ｃｅｌにて提供いただきたい。 
 
 
２ 発電側課金にかかる契約電力についてご教示

いただきたい。 
 
 
３ 工事予定の有無についてご教示いただきたい

。また、計量器交換等発生した場合等においての

工事費用はどちらが負担することになるかご教示い

ただきたい。 

 

 

４ 入札書について日付は提出日でよろしかったで

しょうか。 

 

 

５ 中封筒へ記載する事項の指定はございますで

しょうか。 
 
 

 
１ 直近１年分（R07.1～R07.12）の売却電力量3

0分値の実績をホームページ上に掲示します。 
 
 
２ 発電課金対象電力は308kWです。 

 
 
 
３ 令和8年度における計量器等の交換工事の

予定はありません。なお、仮に交換等が発生した

場合の費用負担は北海道電力ネットワーク㈱とな

ります。 

 

 

４ よろしいです。 

 

 

 

５ 旭川市余剰電力売却入札心得第6条の規定

による自己の氏名及び業務名の表記を行ってく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


